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警報設備等に係る補足説明資料 

【公開版】 

本資料は，【濃縮個別 16 R1】の改訂版（R2）である。主な改訂内容は以下のとおり。 

（添付２ 補足説明事項について，青文字が修正した部分。設工認申請書については，赤文字で修

正とした。） 

・添付２ 補足説明事項（インターロック機能説明概要）及び設工認申請書添付書類（文章，表，

動作概要図，インターロック）間の整合を図り，記載を修正した。

・既設機能で「生産系（既設）から安全系に変更」する旨を 2016 年 7月 29日審査会合にて説明し

事業変更許可申請書に反映した事項について，仕様表及び補足説明の記載を適正化した。

・その他，体裁等について適正化した。
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1. 概要 

本資料は、第 4回申請及び新型遠心機への更新等に係る申請の【警報設備等に関する

説明書】（以下「説明書」という。）において説明した事項に関して、申請内容の妥当

性、記載内容の根拠等について説明するものである。 

 

2. 申請対象と技術基準規則の関係 

今回申請対象の設備の「技術基準規則 第 18条 警報設備等」への適合要否、適合内

容の既認可からの変更有無等を添付１に示す。 

 

3. 設工認申請書添付書類における変更内容に係る補足説明事項 

説明書での申請内容に関する補足説明を添付２に示す。 
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添付１ 

 

申請対象設備の「技術基準規則 第 18 条 警報設備

等」への適合要否及び既認可からの変更について 
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3 濃縮施設 カスケード設備 主要配管（RE-2A共通）
2号カスケード棟
2号発回均質棟

一 式 4 改造 非安重 1G － － － － 警報設備等に該当しないため対象外 －

4 濃縮施設 カスケード設備 2A製品ブースタポンプ 2号発回均質棟 2 基 4 撤去 － － － － － － 同上 －

5 濃縮施設 UF6処理設備 2号発生槽 2号発回均質棟 7 基 4 改造 非安重 1G － － － － 同上 －

6 濃縮施設 UF6処理設備 2号圧力調整槽 2号発回均質棟 1 基 4 確認 非安重 1G － － － － 同上 －

7 濃縮施設 UF6処理設備 2号製品コールドトラップ 2号発回均質棟 4 基 4 確認 非安重 1G － － － － 同上 －

8 濃縮施設 UF6処理設備 2号製品回収槽 2号発回均質棟 4 基 4 改造 非安重 1G － － － － 同上 －

9 濃縮施設 UF6処理設備 2A廃品コールドトラップ 2号発回均質棟 4 基 4 改造 非安重 1G － － － － 同上 －

10 濃縮施設 UF6処理設備 2号廃品回収槽 2号発回均質棟 14 基 4 改造 非安重 1G － － － － 同上 －

11 濃縮施設 UF6処理設備 2号捕集排気系ケミカルトラップ NaF） 2号発回均質棟 2 基 4 確認 非安重 1G － － － － 同上 －

12 濃縮施設 UF6処理設備 2号捕集排気系ケミカルトラップ（Al2O3） 2号発回均質棟 2 基 4 確認 非安重 第1類 － － － － 同上 －

13 濃縮施設 UF6処理設備 2号捕集排気系ロータリポンプ 2号発回均質棟 2 基 4 改造 非安重 第3類 － － － － 同上 －

14 濃縮施設 UF6処理設備 2Aカスケード排気系ブースタポンプ(CS系) 2号発回均質棟 1 基 4 改造 非安重 1G － － － － 同上 －

15 濃縮施設 UF6処理設備 2Aカスケード排気系ケミカルトラップ NaF）(CS系) 2号発回均質棟 2 基 4 確認 非安重 1G － － － － 同上 －

16 濃縮施設 UF6処理設備 2Aカスケード排気系ケミカルトラップ（Al2O3）(CS系) 2号発回均質棟 2 基 4 確認 非安重 第1類 － － － － 同上 －

17 濃縮施設 UF6処理設備 2Aカスケード排気系ロータリポンプ(CS系) 2号発回均質棟 1 基 4 既設 非安重 第3類 － － － － 同上 －

18 濃縮施設 UF6処理設備 2号カスケード排気系ブースタポンプ(CB系) 2号発回均質棟 1 基 4 改造 非安重 1G － － － － 同上 －

19 濃縮施設 UF6処理設備 2号カスケード排気系ケミカルトラップ NaF）(CB系) 2号発回均質棟 2 基 4 確認 非安重 1G － － － － 同上 －

20 濃縮施設 UF6処理設備 2号カスケード排気系ケミカルトラップ（Al2O3）(CB系) 2号発回均質棟 2 基 4 確認 非安重 第1類 － － － － 同上 －

21 濃縮施設 UF6処理設備 2号カスケード排気系ロータリポンプ(CB系) 2号発回均質棟 1 基 4 既設 非安重 第3類 － － － － 同上 －

22 濃縮施設 UF6処理設備 2号一般パージ系コールドトラップ 2号発回均質棟 3 基 4 確認 非安重 1G － － － － 同上 －

23 濃縮施設 UF6処理設備 2号一般パージ系ブースタポンプ 2号発回均質棟 4 基 4 確認 非安重 1G － － － － 同上 －

24 濃縮施設 UF6処理設備 2号一般パージ系ケミカルトラップ NaF） 2号発回均質棟 4 基 4 確認 非安重 1G － － － － 同上 －

25 濃縮施設 UF6処理設備 2号一般パージ系ケミカルトラップ（Al2O3） 2号発回均質棟 4 基 4 確認 非安重 第1類 － － － － 同上 －

26 濃縮施設 UF6処理設備 2号一般パージ系ロータリポンプ 2号発回均質棟 4 基 4 既設 非安重 第3類 － － － － 同上 －

27 濃縮施設 UF6処理設備 主要配管 2号発回均質棟 一 式 4 改造 非安重 1G － － － － 同上 －

70
放射性廃棄物の廃棄
施設

気体廃棄物の廃棄設
備

1AB中間室系送風機 1号カスケード棟
2

（内予備1）
基 4 既設 非安重 第3類 － － － － 同上 －

71
放射性廃棄物の廃棄
施設

気体廃棄物の廃棄設
備

1CD中間室系送風機 1号カスケード棟
2

（内予備1）
基 4 既設 非安重 第3類 － － － － 同上 －

72
放射性廃棄物の廃棄
施設

気体廃棄物の廃棄設
備

1号中間室系排風機 中央操作棟
3

（内予備1）
基 4 既設 非安重 第3類 － － － － 同上 －

73
放射性廃棄物の廃棄
施設

気体廃棄物の廃棄設
備

1号発生回収室系送風機 中央操作棟
2

（内予備1）
基 4 既設 非安重 第3類 － － － － 同上 －

74
放射性廃棄物の廃棄
施設

気体廃棄物の廃棄設
備

1号発生回収室系還気送風機 中央操作棟
2

（内予備1）
基 4 既設 非安重 第3類 － － － － 同上 －

75
放射性廃棄物の廃棄
施設

気体廃棄物の廃棄設
備

管理廃水処理室送風機 中央操作棟
2

（内予備1）
基 4 既設 非安重 第3類 － － － － 同上 －

76
放射性廃棄物の廃棄
施設

気体廃棄物の廃棄設
備

1号発生回収室系排風機 中央操作棟
2

（内予備1）
基 4 既設 非安重 第3類 － － － － 同上 －

77
放射性廃棄物の廃棄
施設

気体廃棄物の廃棄設
備

1号均質室系送風機 中央操作棟
2

（内予備1）
基 4 既設 非安重 第3類 － － － － 同上 －

78
放射性廃棄物の廃棄
施設

気体廃棄物の廃棄設
備

1号均質室系還気送風機 中央操作棟
2

（内予備1）
基 4 確認 非安重 第2類 － － － － 同上 －

第1回～第3回申請と今回申請にお
ける技術基準への適合に関する変
更有無の考え方の相違点

警報設備等

既認可 今回申請

技術基準への適合に関する変更有無の考え方

【既認可】欄
〇：適合説明対象
－：適合説明対象外

【今回申請】欄
〇：適合説明対象（変更内容により説明が必要）
△：適合説明対象外（既認可から変更がないため説明が不要）
－：適合説明対象外

警報設備等

ＤＢ区分 耐震設計 備考設置場所 数量 単位 申請回 変更区分

【第4回申請】

番号 施設区分 設備区分 機器名称
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第1回～第3回申請と今回申請にお
ける技術基準への適合に関する変
更有無の考え方の相違点

警報設備等

既認可 今回申請

技術基準への適合に関する変更有無の考え方

【既認可】欄
〇：適合説明対象
－：適合説明対象外

【今回申請】欄
〇：適合説明対象（変更内容により説明が必要）
△：適合説明対象外（既認可から変更がないため説明が不要）
－：適合説明対象外

警報設備等

ＤＢ区分 耐震設計 備考設置場所 数量 単位 申請回 変更区分

【第4回申請】

番号 施設区分 設備区分 機器名称

79
放射性廃棄物の廃棄
施設

気体廃棄物の廃棄設
備

分析室送風機 中央操作棟
2

（内予備1）
基 4 既設 非安重 第3類 － － － － 同上 －

80
放射性廃棄物の廃棄
施設

気体廃棄物の廃棄設
備

1号均質室系排風機 中央操作棟
2

（内予備1）
基 4 確認 非安重 第1類 － － － － 同上 －

81
放射性廃棄物の廃棄
施設

気体廃棄物の廃棄設
備

2号発回均質棟系送風機 中央操作棟
2

（内予備1）
基 4 既設 非安重 第3類 － － － － 同上 －

82
放射性廃棄物の廃棄
施設

気体廃棄物の廃棄設
備

2号発回均質棟系排風機 中央操作棟
2

（内予備1）
基 4 確認 非安重 第1類 － － － － 同上 －

83
放射性廃棄物の廃棄
施設

気体廃棄物の廃棄設
備

1号発生回収室系排気フィルタユニット 中央操作棟
13

（内予備1）
基 4 既設 非安重 第3類 － － － － 同上 －

84
放射性廃棄物の廃棄
施設

気体廃棄物の廃棄設
備

1号発生回収室系還気フィルタユニット 中央操作棟
16

（内予備1）
基 4 既設 非安重 第3類 － － － － 同上 －

85
放射性廃棄物の廃棄
施設

気体廃棄物の廃棄設
備

1号中間室系排気フィルタユニット 中央操作棟
12

（内予備1）
基 4 既設 非安重 第3類 － － － － 同上 －

86
放射性廃棄物の廃棄
施設

気体廃棄物の廃棄設
備

1号均質室系排気フィルタユニット 中央操作棟
14

（内予備1）
基 4 確認 非安重 第1類 － － － － 同上 －

87
放射性廃棄物の廃棄
施設

気体廃棄物の廃棄設
備

1号均質室系還気フィルタユニット 中央操作棟
13

（内予備1）
基 4 確認 非安重 第2類 － － － － 同上 －

88
放射性廃棄物の廃棄
施設

気体廃棄物の廃棄設
備

2号発回均質棟系排気フィルタユニット 中央操作棟
13

（内予備1）
基 4 確認 非安重 第1類 － － － － 同上 －

89
放射性廃棄物の廃棄
施設

気体廃棄物の廃棄設
備

１号局所排気装置 中央操作棟 1 基 4 既設 非安重 第3類 － － － － 同上 －

90
放射性廃棄物の廃棄
施設

気体廃棄物の廃棄設
備

１号局所排気フィルタユニット 中央操作棟
2

（内予備1）
基 4 既設 非安重 第3類 － － － － 同上 －

91
放射性廃棄物の廃棄
施設

気体廃棄物の廃棄設
備

１号局所排風機 中央操作棟
2

（内予備1）
基 4 既設 非安重 第3類 － － － － 同上 －

92
放射性廃棄物の廃棄
施設

気体廃棄物の廃棄設
備

2号局所排気フィルタユニット 中央操作棟
2

（内予備1）
基 4 既設 非安重 第3類 － － － － 同上 －

93
放射性廃棄物の廃棄
施設

気体廃棄物の廃棄設
備

2号局所排風機 中央操作棟
2

（内予備1）
基 4 既設 非安重 第3類 － － － － 同上 －

94
放射性廃棄物の廃棄
施設

気体廃棄物の廃棄設
備

1号給気ダクト ウラン濃縮建屋他 一 式 4 確認 非安重 第1,3類 － － － － 同上 －

95
放射性廃棄物の廃棄
施設

気体廃棄物の廃棄設
備

2号給気ダクト ウラン濃縮建屋他 一 式 4 確認 非安重 第1,3類 － － － － 同上 －

96
放射性廃棄物の廃棄
施設

気体廃棄物の廃棄設
備

1号還気ダクト ウラン濃縮建屋他 一 式 4 確認 非安重 第1,2,3類 － － － － 同上 －

97
放射性廃棄物の廃棄
施設

気体廃棄物の廃棄設
備

1号局所排気ダクト ウラン濃縮建屋他 一 式 4 確認 非安重 第1,3類 － － － － 同上 －

98
放射性廃棄物の廃棄
施設

気体廃棄物の廃棄設
備

2号局所排気ダクト ウラン濃縮建屋他 一 式 4 確認 非安重 第1,3類 － － － － 同上 －

99
放射性廃棄物の廃棄
施設

気体廃棄物の廃棄設
備

1号排気ダクト ウラン濃縮建屋他 一 式 4 確認 非安重 第1,2,3類 － － － － 同上 －

100
放射性廃棄物の廃棄
施設

気体廃棄物の廃棄設
備

2号排気ダクト ウラン濃縮建屋他 一 式 4 確認 非安重 第1,2類 － － － － 同上 －

153 放射線管理施設
放射線監視・測定設
備

排気用HFモニタA 中央操作棟 1 台 4 確認 非安重 第2類 〇 － △ － モニタ更新。機能は既設から変更なし。 －

154 放射線管理施設
放射線監視・測定設
備

排気用HFモニタB 中央操作棟 1 台 4 確認 非安重 第2類 〇 － △ － モニタ更新。機能は既設から変更なし。 －

155 放射線管理施設
放射線監視・測定設
備

発生回収室換気用モニタ
中央操作棟 1 台 4 確認 非安重 第2類 〇 － △ － モニタ更新。機能は既設から変更なし。 －

156 放射線管理施設
放射線監視・測定設
備

均質室換気用モニタ
中央操作棟 1 台 4 確認 非安重 第2類 〇 － △ － モニタ更新。機能は既設から変更なし。 －

157 放射線管理施設
放射線監視・測定設
備

エアスニッファ － － － 4 確認 非安重 第3類 － － － － 警報設備等に該当しないため対象外 －

158 放射線管理施設
放射線監視・測定設
備

サーベイメータ － － － 4 確認 非安重 － － － － － 同上 －

159 放射線管理施設
放射線監視・測定設
備

積算線量計 － － － 4 確認 非安重 － － － － － 同上 －

160 放射線管理施設
放射線監視・測定設
備

ダストサンプラ － － － 4 確認 非安重 － － － － － 同上 －

161 放射線管理施設
放射線監視・測定設
備

可搬式HF検知警報装置 － － － 4 確認 非安重 － － － － － 同上 －
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第1回～第3回申請と今回申請にお
ける技術基準への適合に関する変
更有無の考え方の相違点

警報設備等

既認可 今回申請

技術基準への適合に関する変更有無の考え方

【既認可】欄
〇：適合説明対象
－：適合説明対象外

【今回申請】欄
〇：適合説明対象（変更内容により説明が必要）
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警報設備等

ＤＢ区分 耐震設計 備考設置場所 数量 単位 申請回 変更区分

【第4回申請】

番号 施設区分 設備区分 機器名称

165 放射線管理施設
放射線監視・測定設
備

モニタリングポスト 周辺監視区域境界付近 3 台 4 確認 非安重 第3類 － － － － 警報設備等に該当しないため対象外（放射線管理施設） －

166 放射線管理施設 試料分析関係設備 放射能測定装置 － － － 4 確認 非安重 － － － － － 警報設備等に該当しないため対象外 －

167 放射線管理施設 個人管理用測定設備 個人線量計 － － － 4 確認 非安重 － － － － － 同上 －

168 放射線管理施設 出入管理関係設備 ゲート － － － 4 確認 非安重 － － － － － 同上 －

169 放射線管理施設 出入管理関係設備 退出モニタ － － － 4 確認 非安重 － － － － － 同上 －

170 放射線管理施設 出入管理関係設備 シャワー － － － 4 確認 非安重 － － － － － 同上 －

171 放射線管理施設
その他の放射線防護
設備

放射線防護具類 － － － 4 確認 非安重 － － － － － 同上 －

172 放射線管理施設 その他設備 気象観測機器 － － － 4 確認 非安重 － － － － － 同上 －

173 放射線管理施設 その他設備 放射能観測車 － － － 4 確認 非安重 － － － － － 同上 －

177 その他の加工施設 非常用設備 消火器 － － － 4 確認 非安重 － － － － － 同上 －

178 その他の加工施設 非常用設備 消火設備 － － － 4 確認 非安重 － － － － － 同上 －

179 その他の加工施設 非常用設備 屋外消火栓設備 － － － 4 改造 非安重 － － － － － 同上 －

181 その他の加工施設 非常用設備 防火水槽 － － － 4 新設 非安重 － － － － － 同上 －

186 その他の加工施設 非常用設備 1号無停電電源装置 中央操作棟 4 台 4 確認 非安重 第2類 － － － － 同上 －

187 その他の加工施設 非常用設備 2号無停電電源装置 中央操作棟 6 台 4 改造 非安重 第2類 － － － － 同上 －

188 その他の加工施設 非常用設備 直流電源設備（蓄電池盤） 中央操作棟 2 台 4 改造 非安重 第2類 － － － － 同上 －

189 その他の加工施設 非常用設備 直流電源設備（充電器盤） 中央操作棟 3 台 4 改造 非安重 第2類 － － － － 同上 －

239 濃縮施設 カスケード設備 (製品濃縮度) 2号発回均質棟 2 台

240 濃縮施設 カスケード設備 （製品濃縮度） 2号発回均質棟 2 台

241 濃縮施設 カスケード設備 （製品濃縮度） 2号発回均質棟 2 台

242 濃縮施設 カスケード設備 製品濃縮度測定装置 2号発回均質棟 2 台

243 － －
圧力・流量及び濃縮度測定装置による濃縮度管理のインター
ロック

－ － －

244 － － 地震計（水平） 中央操作棟 6 台

245 － － 地震計（鉛直） 中央操作棟 6 台

246 － －
地震発生時のカスケード排気のインターロック，地震発生時の
加熱停止のインターロック

－ － － － － － 〇

新設。
関連番号244,245,246
244,245地震計（水平、鉛直、施設共通）により検出及び警報し、246で
UF6の排気（ケミカルトラップへの回収）、加熱停止、閉じ込め（移送の

停止）を行う。

－

－

－

〇 〇

－ － 〇 －

新設。
関連番号244,245,246
244,245地震計（水平、鉛直、施設共通）により検出及び警報し、246で
UF6の排気（ケミカルトラップへの回収）、加熱停止、閉じ込め（移送の

停止）を行う。

〇 〇

製品濃縮度の機能変更。制御盤更新。
・ による判定機能の削除

検出用差圧計の削除、 警報及びイ
ンターロックの削除）
（「核燃料物質の臨界防止に係る補足説明資料（添付2、別紙2）」にて、
判定機能削除を説明）
・インターロック機能の変更（トリップバイパス機能の追加）

4 改造 非安重 第3類
カスケード設
備主要配管の
計測制御系

第3類

第1類に用いる
地震力を用い
て耐震性を評

価

4 新設 非安重
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第1回～第3回申請と今回申請にお
ける技術基準への適合に関する変
更有無の考え方の相違点

警報設備等

既認可 今回申請

技術基準への適合に関する変更有無の考え方

【既認可】欄
〇：適合説明対象
－：適合説明対象外

【今回申請】欄
〇：適合説明対象（変更内容により説明が必要）
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ＤＢ区分 耐震設計 備考設置場所 数量 単位 申請回 変更区分

【第4回申請】

番号 施設区分 設備区分 機器名称

247 濃縮施設 UF6処理設備 原料シリンダ内圧力計 2号発回均質棟 7 台

248 濃縮施設 UF6処理設備 発生槽内温度計 2号発回均質棟 7 台

249 － － 圧力異常高又は温度異常高による加熱停止のインターロック － － －

250 濃縮施設 UF6処理設備 温水ユニット温度計 2号発回均質棟 2 台

251 － － 温水ユニット温度高高による加熱停止のインターロック － － －

252 濃縮施設 UF6処理設備 製品コールドトラップ内圧力計 2号発回均質棟 4 台

253 濃縮施設 UF6処理設備 製品コールドトラップ内温度計 2号発回均質棟 4 台

254 － － 圧力異常高又は温度異常高による加熱停止のインターロック － － －

255 濃縮施設 UF6処理設備 製品ガス移送ヘッダ圧力計 2号発回均質棟 2 台

256 － －
製品ガス移送ヘッダ配管圧力異常上昇によるガス移送停止のイ
ンターロック

－ － －

257 濃縮施設 UF6処理設備 シリンダ重量計 2号発回均質棟 4 台

258 － － 重量異常高による過充填防止のインターロック － － －

259 濃縮施設 UF6処理設備 2A廃品コールドトラップ内圧力計 2号発回均質棟 4 台

260 濃縮施設 UF6処理設備 2A廃品コールドトラップ内温度計 2号発回均質棟 4 台

261 － － 圧力異常高又は温度異常高による加熱停止のインターロック － － －

262 濃縮施設 UF6処理設備 廃品ガス移送ヘッダ圧力計 2号発回均質棟 2 台

263 － －
廃品ガス移送ヘッダ配管圧力異常上昇によるガス移送停止のイ
ンターロック

－ － －

264 濃縮施設 UF6処理設備 シリンダ重量計 2号発回均質棟 8 台

265 濃縮施設 － 重量異常高による過充填防止のインターロック － － －

266 － － 廃品回収槽回収停止による待機槽回収開始インターロック － － － 4 確認 非安重 第3類
2号廃品回収槽
の計測制御系

－ － 〇 〇
ガス移送時（回収中の回収槽の回収停止時）の圧力上昇抑制のためのイン
ターロックを新規に申請（機能は既設から変更なし）。

－

267 － － ロータリポンプ停止に伴う入口弁閉のインターロック － － － 4 確認 非安重 第3類

2号捕集排気系
ロータリポン
プの計測制御

系

－ 〇 － △ 制御盤更新。機能は既設から変更なし。 －

268 － － ロータリポンプ停止に伴う入口弁閉のインターロック － － － 4 確認 非安重 第3類

2Aカスケード
排気系ロータ
リポンプ（CS
系），2号カス
ケード排気系
ロータリポン
プ（CB系）の
計測制御系

－ 〇 － △ 制御盤更新。機能は既設から変更なし。 －

－

－

－

－

－

－

－

－

〇 〇 △ △ 制御盤更新。機能は既設から変更なし。4 確認 非安重 第3類
2号廃品回収槽
の計測制御系

ガス移送時（回収側の圧力上昇時）に移送を停止するインターロックを新
規に申請（機能は既設から変更なし）。

〇 〇－ －4 確認 非安重 第3類
2A廃品コール
ドトラップの
計測制御系

〇 〇 △ △ 制御盤更新。機能は既設から変更なし。確認 非安重 第3類
2A廃品コール
ドトラップの
計測制御系

〇 〇 △ △ 制御盤更新。機能は既設から変更なし。4 確認 非安重 第3類
2号製品回収槽
の計測制御系

－ － 〇 〇
ガス移送時（回収側の圧力上昇時）に移送を停止するインターロックを新
規に申請（機能は既設から変更なし）。

第3類
2号製品コール
ドトラップの
計測制御系

〇 〇 △ △ 制御盤更新。機能は既設から変更なし。4 確認 非安重 第3類
2号製品コール
ドトラップの
計測制御系

－ － 〇 〇
発生槽の熱源である温水ユニットに対するインターロックを新規に申請
（機能は既設から変更なし）。

第3類
2号発生槽の計

測制御系

〇 〇 △ △ 制御盤更新。機能は既設から変更なし。4 確認 非安重 第3類
2号発生槽の計

測制御系

4

4 確認 非安重

4 確認 非安重
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既認可 今回申請

技術基準への適合に関する変更有無の考え方

【既認可】欄
〇：適合説明対象
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【第4回申請】

番号 施設区分 設備区分 機器名称

269 濃縮施設 UF6処理設備 2号一般パージ系コールドトラップ内圧力計 2号発回均質棟 3 台

270 濃縮施設 UF6処理設備 2号一般パージ系コールドトラップ内温度計 2号発回均質棟 3 台

271 － － 圧力異常高又は温度異常高による加熱停止のインターロック － － －

275 － － ロータリポンプ停止に伴う入口弁閉のインターロック － － － 4 確認 非安重 第3類

2号一般パージ
系ロータリポ
ンプの計測制

御系

－ 〇 － △ 制御盤更新。機能は既設から変更なし。 －

315
放射性廃棄物の廃棄
施設

気体廃棄物の廃棄設
備

負圧計（第1種管理区域） 1号カスケード棟 5 台 〇 － 〇 － 検出計器の変更（現場指示計から伝送器）。 －

316 － － 第1種管理区域の排気機能維持 － － － － 〇 － △ 制御盤更新。機能は既設から変更なし。 －

317
放射性廃棄物の廃棄
施設

気体廃棄物の廃棄設
備

負圧計（第1種管理区域） 1号発回均質棟 7 台 〇 － 〇 － 検出計器の変更（現場指示計から伝送器）。 －

318 － － 第1種管理区域の排気機能維持 － － － － 〇 － △ 制御盤更新。機能は既設から変更なし。 －

319
放射性廃棄物の廃棄
施設

気体廃棄物の廃棄設
備

負圧計（第1種管理区域） 1号発回均質棟 8 台 〇 － 〇 － 検出計器の変更（現場指示計から伝送器）。 －

320 － － 第1種管理区域の排気機能維持 － － － － 〇 － △ 制御盤更新。機能は既設から変更なし。 －

321
放射性廃棄物の廃棄
施設

気体廃棄物の廃棄設
備

負圧計（第1種管理区域） 2号発回均質棟 8 台 〇 － 〇 － 制御盤更新。差圧計変更及び新設。 －

322 － － 第1種管理区域の排気機能維持 － － － － 〇 － △ 制御盤更新。機能は既設から変更なし。 －

－

4 確認 非安重 第3類
2号発回均質棟
系排風機の計
測制御系

4 確認 非安重 第3類
1号均質室系排
風機の計測制

御系

4 確認 非安重 第3類
1号発生回収室
系排風機の計
測制御系

4 確認 非安重 第3類
1号中間室系排
風機の計測制

御系

〇 〇 △ △ 制御盤更新。機能は既設から変更なし。4 確認 非安重 第3類

2号一般パージ
系コールドト
ラップの計測

制御系
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1 濃縮施設 カスケード設備 遠心分離機（RE- ） 2号カスケード棟 機
新型遠心機
の更新等

新設 非安重 1G － － － － 警報設備等に該当しないため対象外 －

2 濃縮施設 カスケード設備 主要配管（RE )
2号カスケード棟
2号発回均質棟

一 式
新型遠心機
の更新等

新設 非安重 1G － － － － 同上 －

3 濃縮施設 高周波電源設備 高周波インバータ装置 2号カスケード棟 台
新型遠心機
の更新等

新設 非安重 第3類 － － － － 同上 －

4 － － 遠心機過回転防止機能 2号カスケード棟 － －
新型遠心機
の更新等

新設 非安重 第3類

高周
波インバータ
装置の計測制

御系

－ － 〇 ○
新設（金属胴遠心機用撤去(3回申請)後、新型遠心機用に設置するも
の）。
ただし、同型の 高周波インバータ装置について認可済み。

第3回申請と相違なし。
仕様、機能も同様。

【遠心機更新】

番号 施設区分 設備区分

警報設備等

機器名称 設置場所 数量

技術基準への適合に関する変更有無の考え方

【既認可】欄
〇：適合説明対象
－：適合説明対象外

【今回申請】欄
〇：適合説明対象（変更内容により説明が必要）
△：適合説明対象外（既認可から変更がないため説明が不要）
－：適合説明対象外

第1回～第3回申請と今回申請
における技術基準への適合に
関する変更有無の考え方の相
違点

単位 申請回 変更区分 ＤＢ区分 耐震設計 備考

既認可 今回申請

警報設備等
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添付２ 

 

変更内容に係る補足説明事項について 
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【第4回申請】 

設工認申請書 補足説明 備考 

 

 

1.概要 

本資料は，「加工施設の技術基準に関する規則（以下「技術基準規則」という。）」第18条に基づき，警報設備等

について説明するものである。なお，本施設のインターロック（警報機能含む）は，機器に付属する機能であるこ

とから，申請対象機器に対応したインターロック（警報機能含む）を説明する。 

本資料では，技術基準規則第18条の要求事項に変更はないが，事業変更許可申請書にて示した追加安全対策に

よるインターロックの新規設置及び設備更新する機器に設置しているインターロック（警報機能を含む）に関する

警報設備等について説明する。その他の機器に設けるインターロック（警報機能を含む）については，本項におけ

る要求事項に変更はないが，計装盤の更新（機能変更無し）を行うとともに，インターロックの動作概要を示す図

等を説明書に追加する。 

上記により，今回の本資料における説明においては，機能変更の有無に係わらず説明することとする。 

 

2. 基本方針 

本施設には，設備の機能の喪失，誤操作その他の要因による異常を検知して（あらかじめ設定した値を超えた場

合に）警報を発する設備及びインターロックを設ける。 

なお、検出器は測定対象に対して適切な計測範囲を有するものを使用する。 

 

3. 警報設備及びインターロック 

設置するインターロックの概要を以下に示す。また，インターロックの一覧を表1～2に示すとともに，動作概

要図及び電気信号図を図1～2に示す。 

(1) 濃縮度管理 

カスケード設備で濃縮する濃縮 UF6の濃縮度は， の関数となる。したがって，

を監視することにより濃縮度を管理し，これらに対して二重化した「圧力・流量による濃

縮度管理のインターロック」（注1）を設け，濃縮度制限値を超えないように管理する。また，UF6の濃縮度は，濃縮度

測定装置により測定し，これらに対して「濃縮度測定装置による濃縮度管理のインターロック」（注1）を設ける。カ

スケード設備が生産運転中は，これらのインターロックの二つ以上の機能を常に確保し，カスケード設備の製品側

出口における濃縮度が5%を超える場合は，警報を発するとともに自動的に生産を停止する（注1）。 

 

(2) 加熱に対する考慮 

UF6の加熱は，UF6が大気圧（八戸気象観測所で観測された過去の最低気圧962.1 hPa(1970年)）を超えない範囲

として960 hPa以下，同圧力となる加熱温度56 ℃（UF6蒸気圧による）を超えないよう管理を行う。また，圧力

又は温度が前述値を超える前に警報を発するとともに自動的に加熱を停止するインターロックを設ける。 

 加熱中に原料シリンダ内の圧力又は温度が異常に上昇した場合は，大気圧を超えない範囲又は管理温度を超

えない範囲で，警報を発するとともに自動的に加熱用温水の供給を停止する「圧力異常高又は温度異常高に

よる加熱停止のインターロック」（注３）を設ける。 

 原料シリンダの加熱中に加熱用温水の温度が上昇した場合に，警報を発するとともに自動的に加熱用温水の

供給を停止する「温水ユニット温度高高による加熱停止のインターロック」（注３）を設ける。 

 コールドトラップの加熱には，電気ヒータと冷凍機ユニットから供給する熱媒を用いる。加熱中にコールド

トラップ内の圧力又は温度が異常に上昇した場合は，大気圧を超えない範囲又は管理温度を超えない範囲で，

警報を発するとともに自動的に熱源を切る「圧力異常高又は温度異常高による加熱停止のインターロック」
（注４），（注５），（注６）を設ける。 

 

設工認申請書の記載の充実化、適正化については，各別紙にて既認可設工認との対比により示す。 

また，新設する機能については各別紙にて事業変更許可申請書との対比を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注１）別紙１参照。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注３）別紙３参照。 

 

 

（注３）別紙３参照。 

 

 

（注４）別紙４参照。（製品コールドトラップ） 

（注５）別紙５参照。（廃品コールドトラップ） 

（注６）別紙６参照。（一般パージ系コールドトラップ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

赤文字で示した

箇所は，記載充実

化のため設工認

申請書に追記す

る。 
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【第4回申請】 

設工認申請書 補足説明 備考 

 

(3) 閉じ込めの機能 

圧力又は温度，充填量等を監視し，ウランを直接内包する系統及び機器からの漏えいを防止するインターロッ

クを設ける。 

・ 2号製品回収槽及び2号廃品回収槽のUF6回収時に，UF6シリンダ類への過充填を防止するため，最大充填量に

達する前に警報を発するとともに，自動的に充填を停止する「重量異常高による過充填防止のインターロッ

ク」（注４），（注５）を設ける。 

・ ロータリポンプが停止した場合に，ロータリポンプの入口弁を自動的に閉とし，UF6を工程内に閉じ込める「ロ

ータリポンプ停止に伴う入口弁閉のインターロック」（注７）を設ける。 

・ コールドトラップのガス移送時に，ガス移送配管の圧力が上昇（ただし大気圧以下）した場合は，大気圧を超

えない範囲で警報を発するとともに，コールドトラップの移送停止及び回収側の槽の回収を停止する「ガス移

送ヘッダ配管圧力異常によるガス移送停止のインターロック」（注４），（注５）を設ける。 

・ 2A廃品コールドトラップから 2号廃品回収槽へのガス移送時に 2号廃品回収槽の故障に伴う回収停止が発生

した場合に，系内の圧力の上昇を避けるため，待機中の2号廃品回収槽が自動で回収する「廃品回収槽回収停

止による待機槽回収開始のインターロック」（注５）を設ける。 

・ 第1類に求められる地震力を超えない程度の地震加速度（震度5強～6弱程度（第2類の地震力に相当する水

平方向250 Galまたは鉛直方向125 Gal））を検知して警報を発し，カスケード設備のUF6をカスケード排気系

で排気する「地震発生時のカスケード排気のインターロック」（注２）を設ける。 

・ 第1類に求められる地震力を超えない程度の地震加速度（震度5強～6弱程度（第2類の地震力に相当する水

平方向250 Galまたは鉛直方向125 Gal））を検知して警報を発し，自動的に2号発生槽，2号製品コールドト

ラップ，2A廃品コールドトラップ及び一般パージコールドトラップの加熱を停止し，UF6を閉じ込める「地震

発生時の加熱停止のインターロック」（注２）を設ける。 

  

（注１１） 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 負圧維持 

第 1 種管理区域が正圧とならない範囲で，警報を発するとともに，第 1 種管理区域の室内が正圧になることを

防ぐため，起動時には排風機が送風機より先に起動し，停止時には送風機が排風機より先に停止する「第1種管理

区域の排気機能維持」（注８）を設ける。また，排風機の故障時には，予備の排風機を起動し，排気設備の運転を継続

する（注８）。 

 

(5) 放射線監視・測定設備の警報機能 

排気用HFモニタ及び換気用モニタは，その測定値を中央制御室において表示し，監視及び記録するとともに，

第 1 種管理区域内の UF6の漏えいを検知するための警報を設定し，中央制御室において警報を発する設計（注９）と

する。 

 

 

 

 

 

（注４）別紙４参照。（製品回収槽） 

（注５）別紙５参照。（廃品回収槽） 

 

（注７）別紙７参照。（捕集排気系、カスケード排気系、一般パージ系） 

 

（注４）別紙４参照。（製品ガス移送ヘッダ） 

（注５）別紙５参照。（廃品ガス移送ヘッダ） 

 

 

（注５）別紙５参照。 

 

 

（注２）別紙２参照。 

 

 

 

（注２）別紙２参照。 

 

（注１１） 

なお、一般パージ系コールドトラップから均質槽又は原料シリンダ槽への UF6 ガス移送時に作動する

「回収側槽圧力異常上昇によるガス移送停止のインターロック」については、回収側の均質・ブレンデ

ィング設備の均質槽及び原料シリンダ槽が申請される第5回申請にて申請する。 

  

 

 

 

 

 

 

（注８）別紙８参照。 

 

 

 

 

（注９）別紙９参照。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 5回申請の均

質・ブレンディ

ング設備と取合

うインターロッ

クは設備が出揃

う第 5回に申請

することを設工

認に追記する。 

  

○表1の「濃縮施設のインターロック機能一覧表」及び「図-1-1-6のUF6処理設備インターロック

動作概要図」においても、一般パージ系コールドトラップの機能の一部として本インターロックを

設置することを示すとともに申請は第5回で行うことを明記する。⇒別紙６参照 

※補足説明欄の青枠で示した箇所は、設工認申請書の記載の充実化、適正化を図る箇所を示す。 
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【遠心機更新】 

設工認申請書 補足説明 備考 

1. 概要 

本資料は，「加工施設の技術基準に関する規則（以下「技術基準規則」という。）」第18条に基づき，警報設備等

について説明するものである。なお，本施設のインターロック（警報機能含む）は，機器に付属する機能であるこ

とから，申請対象機器に対応したインターロック（警報機能含む）を説明する。 

本資料では，高周波電源設備の 高周波インバータ装置に関する警報設備等について説明する。 

また，当該機器の本条に対する設計については，「新規制基準への適合に係る申請（1次申請～5次申請）」の 3

次申請で認可済み（認可番号：原規規発第2003265号（令和2年3月26日付け））である， 高周波イン

バータ装置と同じである。 

 

2. 基本方針 

本施設には，設備の機能の喪失，誤操作その他の要因による異常を検知して（あらかじめ設定した値を超えた場

合に）警報を発する設備及びインターロックを設ける。 

 

3. 警報設備及びインターロック 

(1) 閉じ込めの機能 

遠心分離機の回転数が破壊評価試験により確認された回転数  Hz）以下となるように，定格周波数  

Hz）を超えた場合，  Hz以内で異常時停止信号を出し，高周波インバータを停止する「遠心機過回転防止機能」
（注１０）を設ける。インターロックブロック図を図1に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注１０）別紙１０参照。 
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【遠心機更新】 
項目 インターロック名称及び概要 インターロック動作イメージ図 対象設備 変更有無 

動作前 動作後 
閉じ込めの機
能 

１ 遠心機過回転防止機能 遠心機の回転数を破壊評価試
験で確認された回転数以下と
するため，定格周波数を超えた
場合に高周波インバータを停
止する。 

  高周波インバータ装置 別紙 10 新設 
 
 
 

 
 
 

遠心機 高周波 
ＩＮＶ 

電力 電力 

周波数
監視 

 

遠心機 高周波 
ＩＮＶ 

電力 

周波数
監視 

 

電力 
供給 
停止 

検知 

※1 ※2 
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別紙１ 

 

「圧力・流量による濃縮度管理のインターロック」

「濃縮度測定装置による濃縮度管理のインターロッ

ク」について 
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29
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別紙２ 

 

「地震発生時のカスケード排気のインターロック」

「地震発生時の加熱停止のインターロック」につい

て 
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33



34



35



36



37



38



39



40



41



42



43
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別紙３ 

 

「圧力異常高又は温度異常高による加熱停止のイン

ターロック」「温水ユニット温度高高による加熱停止

のインターロック」について 
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別紙４ 

 

「圧力異常高又は温度異常高による加熱停止のイン

ターロック（製品コールドトラップ）」「重量異常高

による過充填防止のインターロック（製品回収槽）」

「ガス移送ヘッダ配管圧力異常によるガス移送停止

のインターロック（製品ガス移送ヘッダ）」 

について 
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【第4回申請】添付1 No.252,253,254,255,256,257,258（4/9） 

設工認申請書 補足説明 備考 

 

Ⅴ-1-1-10 

警報設備等に関する説明書 

 

1.概要 

本資料では，技術基準規則第18条の要求事項に変更はないが，事業変更許可申請書にて示した追加安全対策

によるインターロックの新規設置及び設備更新する機器に設置しているインターロック（警報機能を含む）に

関する警報設備等について説明する。その他の機器に設けるインターロック（警報機能を含む）については，

本項における要求事項に変更はないが，計装盤の更新（機能変更無し）を行うとともに，インターロックの動

作概要を示す図等を説明書に追加する。 

 

3. 警報設備及びインターロック 

(2) 加熱に対する考慮 

UF6の加熱は，UF6の飽和蒸気圧が大気圧（1013 hPa，56.6 ℃）を超えないよう，大気圧を超えない範囲とし

て960 hPa以下，同圧力となる加熱温度56 ℃を超えないよう管理を行う。また，圧力又は温度が前述値を超え

る前に警報を発するとともに自動的に加熱を停止するインターロックを設ける。 

・ コールドトラップの加熱には，電気ヒータと冷凍機ユニットから供給する熱媒を用いる。加熱中にコール

ドトラップ内の圧力又は温度が異常に上昇した場合は，大気圧を超えない範囲又は管理温度を超えない範

囲で，警報を発するとともに自動的に熱源を切る「圧力異常高又は温度異常高による加熱停止のインター

ロック」を設ける。 

 

(3) 閉じ込めの機能 

圧力又は温度，充填量等を監視し，ウランを直接内包する系統及び機器からの漏えいを防止するインターロ

ックを設ける。 

・ コールドトラップのガス移送時に，ガス移送配管の圧力が上昇（ただし大気圧以下）した場合は，大気圧

を超えない範囲で警報を発するとともに，コールドトラップの移送停止及び回収側の槽の回収を停止する

「ガス移送ヘッダ配管圧力異常によるガス移送停止のインターロック」を設ける。 

・ 2号製品回収槽及び 2号廃品回収槽の UF6回収時に，UF6シリンダ類への過充填を防止するため，最大充填

量に達する前に警報を発するとともに，自動的に充填を停止する「重量異常高による過充填防止のインタ

ーロック」を設ける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

説明書本文「1.概要」のうち下記事項に該当 

・ 製品コールドトラップ，製品回収槽：計装盤の更新（機能変更無し） 

・ 製品ガス移送ヘッダ：事業変更許可申請書にて示した追加安全対策によるインターロックの新規設置 

 

 

 

 

各インターロックに関する補足説明 

・ 「圧力異常高又は温度異常高による加熱停止のインターロック」製品コールドトラップ 

 製品コールドトラップ内の圧力は配管に設置した圧力計で計測し，大気圧を超えない範囲で加熱

を停止（冷凍機(熱媒供給)停止，ヒータ通電停止）する。 

 製品コールドトラップ内の圧力はコールドトラップ加熱温度（＝内温度）により変化（グラフ参

照）するため，製品コールドトラップ内の圧力が大気圧を超えない温度で加熱停止（冷凍機(熱媒

供給)停止，ヒータ通電停止）する。 

・ 「ガス移送ヘッダ配管圧力異常によるガス移送停止のインターロック」製品ガス移送ヘッダ 

 製品ガス移送ヘッダの圧力を配管に設置した圧力計で計測し，大気圧を超えない範囲で製品コー

ルドトラップの加熱を停止（冷凍機(熱媒供給)停止，ヒータ通電停止）する。 

・ 「重量異常高による過充填防止のインターロック」製品回収槽 

 製品回収槽に設置した重量計でシリンダ（中間製品容器）の重量を計測し，最大充填量（4500kg-

UF6）に達する前に回収を停止する。 
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別紙５ 

 

「圧力異常高又は温度異常高による加熱停止のイン

ターロック（廃品コールドトラップ）」「重量異常高

による過充填防止のインターロック（廃品回収槽）」

「ガス移送ヘッダ配管圧力異常によるガス移送停止

のインターロック（廃品ガス移送ヘッダ）」「廃品回

収槽回収停止による待機槽回収開始のインターロッ

ク」について 
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【第4回申請】No.259,260,261,262,263,264,265,266（5/12） 

設工認申請書 補足説明 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 「廃品回収槽回収停止による待機槽回収開始のインターロック」は，廃品コールドトラップから回収

槽への移送時のある状態において閉じ込めた場合には大気圧を超過することから，回収槽のバックア

ップ動作により大気圧以下とする既設機能であり機能変更無し。【機能自体は従来設置されていたも

の。「生産系（既設）から安全系に変更」する旨を2016年7月29日審査会合にて説明し，事業変更許

可申請書に反映した（下記下線部）事項】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 重量計は廃品回収槽1基あたり各１台。 

・ 別途申請する2B分,2C分を除く。 

 

 

 

 

 

  

添付書類5 

ホ 閉じ込めの機能に関する安全設計 

・ 前項の「熱的安全設計」で述べたとおり、UF6が大気圧を超えないよう圧力及び温度を管理する

とともに、インターロックを設ける。【事業変更許可申請書 添付書類5 5-73】 

（ロ）UF6処理設備 

 (6) 廃品コールドトラップから廃品回収槽へのガス移送時に廃品回収槽の故障に伴う回収停止が発生し

た場合に、系内の圧力の上昇を避けるため、待機中の廃品回収槽が自動で回収する廃品回収槽回収停止に

よる待機槽回収開始インターロックを設ける（表 5－1－2)。【事業変更許可申請書 添付書類 5 5-

75,76】 
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【第4回申請】No.259,260,261,262,263,264,265,266（6/12） 

設工認申請書 補足説明 備考 

 

Ⅴ-1-1-10 

警報設備等に関する説明書 

 

1.概要 

本資料では，技術基準規則第18条の要求事項に変更はないが，事業変更許可申請書にて示した追加安全対策

によるインターロックの新規設置及び設備更新する機器に設置しているインターロック（警報機能を含む）に

関する警報設備等について説明する。その他の機器に設けるインターロック（警報機能を含む）については，

本項における要求事項に変更はないが，計装盤の更新（機能変更無し）を行うとともに，インターロックの動

作概要を示す図等を説明書に追加する。 

 

3. 警報設備及びインターロック 

(2) 加熱に対する考慮 

UF6の加熱は，UF6の飽和蒸気圧が大気圧（1013 hPa，56.6 ℃）を超えないよう，大気圧を超えない範囲とし

て960 hPa以下，同圧力となる加熱温度56 ℃を超えないよう管理を行う。また，圧力又は温度が前述値を超え

る前に警報を発するとともに自動的に加熱を停止するインターロックを設ける。 

・ コールドトラップの加熱には，電気ヒータと冷凍機ユニットから供給する熱媒を用いる。加熱中にコール

ドトラップ内の圧力又は温度が異常に上昇した場合は，大気圧を超えない範囲又は管理温度を超えない範

囲で，警報を発するとともに自動的に熱源を切る「圧力異常高又は温度異常高による加熱停止のインター

ロック」を設ける。 

 

(3) 閉じ込めの機能 

圧力又は温度，充填量等を監視し，ウランを直接内包する系統及び機器からの漏えいを防止するインターロ

ックを設ける。 

・ コールドトラップのガス移送時に，ガス移送配管の圧力が上昇（ただし大気圧以下）した場合は，大気圧

を超えない範囲で警報を発するとともに，コールドトラップの移送停止及び回収側の槽の回収を停止する

「ガス移送ヘッダ配管圧力異常によるガス移送停止のインターロック」を設ける。 

・ 2号製品回収槽及び 2号廃品回収槽の UF6回収時に，UF6シリンダ類への過充填を防止するため，最大充填

量に達する前に警報を発するとともに，自動的に充填を停止する「重量異常高による過充填防止のインタ

ーロック」を設ける。 

・ 2A廃品コールドトラップから2号廃品回収槽へのガス移送時に2号廃品回収槽の故障に伴う回収停止が発

生した場合に，系内の圧力の上昇を避けるため，待機中の2号廃品回収槽が自動で回収する「廃品回収槽

回収停止による待機槽回収開始のインターロック」を設ける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

説明書本文「1.概要」のうち下記事項に該当 

・ 2A廃品コールドトラップ，廃品回収槽：計装盤の更新（機能変更無し） 

・ 2A 廃品ガス移送ヘッダ，廃品回収槽の待機槽回収開始：事業変更許可申請書にて示した追加安全対策

によるインターロックの新規設置 

 

 

各インターロックに関する補足説明 

・ 「圧力異常高又は温度異常高による加熱停止のインターロック」廃品コールドトラップ 

 廃品コールドトラップ内の圧力は配管に設置した圧力計で計測し，大気圧を超えない範囲で加熱

を停止（冷凍機(熱媒供給)停止，ヒータ通電停止）する。 

 廃品コールドトラップ内の圧力はコールドトラップ加熱温度（＝内温度）により変化（グラフ参

照）するため，廃品コールドトラップ内の圧力が大気圧を超えない温度で加熱停止（冷凍機(熱媒

供給)停止，ヒータ通電停止）する。 

・ 「ガス移送ヘッダ配管圧力異常によるガス移送停止のインターロック」廃品ガス移送ヘッダ 

 廃品ガス移送ヘッダの圧力を配管に設置した圧力計で計測し，大気圧を超えない範囲で廃品コー

ルドトラップの加熱を停止（冷凍機(熱媒供給)停止，ヒータ通電停止）する。 

・ 「重量異常高による過充填防止のインターロック」廃品回収槽 

 廃品回収槽に設置した重量計でシリンダの重量を計測し，最大充填量（12501kg-UF6））に達する

前に回収を停止する。 

・ 「廃品回収槽回収停止による待機槽回収開始のインターロック」廃品回収槽 

 廃品回収槽の故障に伴う回収停止が発生した場合に，系内の圧力の上昇を避けるため，待機中の

廃品回収槽が自動で回収する（廃品回収槽 2A分のみ。2A,2B,2C共通槽への移送時はコールドト

ラップ加熱温度を下げることで，系内圧力の上昇を抑える）。 
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別紙６ 

 

「圧力異常高又は温度異常高による加熱停止のイン

ターロック（一般パージ系コールドトラップ）」につ

いて 
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別紙７ 

 

「ロータリポンプ停止に伴う入口弁閉のインターロ

ック（捕集排気系、カスケード排気系、一般パージ

系）」について 
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【第4回申請】添付1 No.267,268,275（5/7） 

設工認申請書 補足説明 備考 

 

Ⅴ-1-1-10 

警報設備等に関する説明書 

 

1.概要 

本資料では，技術基準規則第18条の要求事項に変更はないが，事業変更許可申請書にて示した追加安全対策

によるインターロックの新規設置及び設備更新する機器に設置しているインターロック（警報機能を含む）に

関する警報設備等について説明する。その他の機器に設けるインターロック（警報機能を含む）については，

本項における要求事項に変更はないが，計装盤の更新（機能変更無し）を行うとともに，インターロックの動

作概要を示す図等を説明書に追加する。 

 

3. 警報設備及びインターロック 

(3) 閉じ込めの機能 

圧力又は温度，充填量等を監視し，ウランを直接内包する系統及び機器からの漏えいを防止するインターロ

ックを設ける。 

・ ロータリポンプが停止した場合に，ロータリポンプの入り口弁を自動的に閉とし，UF6を工程内に閉じ込め

る「ロータリポンプ停止に伴う入口弁閉のインターロック」を設ける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

説明書本文「1.概要」のうち下記事項に該当 

・ 計装盤の更新（機能変更無し） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

赤文字で示した

箇所は，記載充実

化のため設工認

申請書の修正又

は追記とする。

（本頁以降同様） 
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【第4回申請】添付1 No.267,268,275（7/7） 

設工認申請書 補足説明 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 状態と弁作動の関係の記載を適正化（機能変更無し）。 

 

既認可設工認認可番号：6安（核規）第665号（平成6年12月15日） 

ハ 濃縮施設 （ロ）UF6処理設備 図-30 外部電源喪失におけるロータリポンプ停止時のロータリポンプ

入口弁閉のインターロック（2号捕集排気系ロータリポンプ） 

 

 

 

 

 

 

既認可設工認認可番号：6安（核規）第665号（平成6年12月15日） 

ハ 濃縮施設 （ロ）UF6処理設備 図-30 外部電源喪失におけるロータリポンプ停止時のロータリポンプ

入口弁閉のインターロック（2号カスケード排気系ロータリポンプ(CB系)） 

 

 

 

 

既認可設工認認可番号：平成23・07・29原第41号（平成23年11月1日） 

ハ 濃縮施設 （ロ）UF6 処理設備 図-2 外部電源喪失によるロータリポンプ入口弁閉のインターロック

（2号カスケード排気系ロータリポンプ(2A-CS系)） 

 

 

 

 

 

 

既認可設工認認可番号：6安（核規）第665号（平成6年12月15日） 

ハ 濃縮施設 （ロ）UF6処理設備 図-30 外部電源喪失におけるロータリポンプ停止時のロータリポンプ

入口弁閉のインターロック（2号一般パージ系ロータリポンプ） 
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別紙８ 

 

「第 1 種管理区域の排気機能維持」について 
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【第4回申請】添付1 No.315,316,317,318,319,320,321,322（1/11） 

設工認申請書 補足説明 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

既認可設工認認可番号：平成23・07・29原第41号（平成23年11月1日） 

チ 放射性廃棄物の廃棄施設 （イ）気体廃棄物の廃棄設備 表-1 気体廃棄物廃棄設備の仕様（1号中間

室系排風機） 

 

・ 既認可設工認では，計器仕様，警報動作点等の記載なし。 

・ 設工認仕様表の「変更前」に示す検出器（現場指示計）を設置していたものを計装盤更新とあわせて

「変更後」に示す検出器（伝送器）に交換するとともに，単位系の修正を行う。 

 

 

 

 

 

 

既認可設工認認可番号：平成23・07・29原第41号（平成23年11月1日） 

チ 放射性廃棄物の廃棄施設 （イ）気体廃棄物の廃棄設備 表-2気体廃棄物廃棄設備の仕様（1号発生回

収室系排風機） 

 

・ 既認可設工認では，計器仕様，警報動作点等の記載なし。 

・ 設工認仕様表の「変更前」に示す検出器（現場指示計）を設置していたものを計装盤更新とあわせて

「変更後」に示す検出器（伝送器）に交換するとともに，単位系の修正を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本頁は既認可設

工認との対比

（変更箇所）を

示す。 

 

設工認申請書欄

の赤文字で示し

た箇所は，記載充

実化のため設工

認申請書の修正

又は追記とする。

（本頁以降同様） 

 

 

警報設定値は警

報動作範囲（負

圧19.6Pa）に余

裕を見込み設定

する（設定値の

例 ： 負 圧

29.4Pa）。 
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【第4回申請】添付1 No.315,316,317,318,319,320,321,322（2/11） 

設工認申請書 補足説明 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

既認可設工認認可番号：平成23・07・29原第41号（平成23年11月1日） 

チ 放射性廃棄物の廃棄施設 （イ）気体廃棄物の廃棄設備 表-3 気体廃棄物廃棄設備の仕様（1号均質

室系排風機） 

 

・ 既認可設工認では，計器仕様，警報動作点等の記載なし。 

・ 設工認仕様表の「変更前」に示す検出器（現場指示計）を設置していたものを計装盤更新とあわせて

「変更後」に示す検出器（伝送器）に交換するとともに，単位系の修正を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

既認可設工認認可番号：6安（核規）第665号（平成6年12月15日） 

チ 放射性廃棄物の廃棄施設 （イ）気体廃棄物の廃棄設備 表-2 気体廃棄物の廃棄設備の仕様（2号発

回均質棟系排風機） 

 

・ 既認可設工認では，計器仕様，警報動作点等の記載なし。 

・ 設工認仕様表の「変更前」に示す検出器（伝送器）および検出器（現場指示計）を計装盤更新とあわ

せて「変更後」に示す検出器（伝送器）に更新または交換するとともに，単位系の修正を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本頁は既認可設

工認との対比

（変更箇所）を

示す。 
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【第4回申請】添付1 No.315,316,317,318,319,320,321,322（3/11） 

設工認申請書 補足説明 備考 

 

Ⅴ-1-1-10 

警報設備等に関する説明書 

 

1.概要 

本資料では，技術基準規則第18条の要求事項に変更はないが，事業変更許可申請書にて示した追加安全対策

によるインターロックの新規設置及び設備更新する機器に設置しているインターロック（警報機能を含む）に

関する警報設備等について説明する。その他の機器に設けるインターロック（警報機能を含む）については，

本項における要求事項に変更はないが，計装盤の更新（機能変更無し）を行うとともに，インターロックの動

作概要を示す図等を説明書に追加する。 

 

3. 警報設備及びインターロック 

(4) 負圧維持 

第 1種管理区域が正圧とならない範囲で，警報を発するとともに，第 1種管理区域の室内が正圧になること

を防ぐため，起動時には排風機が送風機より先に起動し，停止時には送風機が排風機より先に停止する「第1種

管理区域の排気機能維持」を設ける。また，排風機の故障時には，予備の排風機を起動し，排気設備の運転を

継続する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

説明書本文「1.概要」のうち下記事項に該当 

・ 計装盤の更新（機能変更無し） 
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【第4回申請】添付1 No.315,316,317,318,319,320,321,322（4/11） 

設工認申請書 補足説明 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

既認可設工認認可番号：平成23・07・29原第41号（平成23年11月1日） 

チ 放射性廃棄物の廃棄施設 （イ）気体廃棄物の廃棄設備 図-3 1号中間室系 負圧維持インターロッ

ク 

・ 機能変更無し。 

 

 

 

 

本頁は既認可設

工認との対比

（変更箇所）を

示す。 
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【第4回申請】添付1 No.315,316,317,318,319,320,321,322（5/11） 

設工認申請書 補足説明 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 前頁に同じ 

 

 

本頁は既認可設

工認との対比

（変更箇所）を

示す。 
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【第4回申請】添付1 No.315,316,317,318,319,320,321,322（7/11） 

設工認申請書 補足説明 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 前頁に同じ 

 

 

 

本頁は既認可設

工認との対比

（変更箇所）を

示す。 
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【第4回申請】添付1 No.315,316,317,318,319,320,321,322（8/11） 

設工認申請書 補足説明 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

既認可設工認認可番号：平成23・07・29原第41号（平成23年11月1日） 

チ 放射性廃棄物の廃棄施設 （イ）気体廃棄物の廃棄設備 図-5 1号均質室系 負圧維持インターロッ

ク 

・ 機能変更無し。 

 

 

本頁は既認可設

工認との対比

（変更箇所）を

示す。 
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【第4回申請】添付1 No.315,316,317,318,319,320,321,322（9/11） 

設工認申請書 補足説明 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 前頁に同じ 

 

 

本頁は既認可設

工認との対比

（変更箇所）を

示す。 
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【第4回申請】添付1 No.315,316,317,318,319,320,321,322（10/11） 

設工認申請書 補足説明 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

既認可設工認認可番号：6安（核規）第665号（平成6年12月15日） 

チ 放射性廃棄物の廃棄施設 （イ）気体廃棄物の廃棄設備 図-9 第1種管理区域の負圧維持のインター

ロック 

・ 機能変更無し。 

 

 

本頁は既認可設

工認との対比

（変更箇所）を

示す。 
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【第4回申請】添付1 No.315,316,317,318,319,320,321,322（11/11） 

設工認申請書 補足説明 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 前頁に同じ（前頁を抜粋して再掲） 

 

 

本頁は既認可設

工認との対比

（変更箇所）を

示す。 
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別紙９ 

 

「第 1 種管理区域内の UF6の漏えいを検知するため

の警報を設定し，中央制御室において警報を発する

設計」について 
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【第4回申請】添付1 No.154 

設工認申請書 補足説明 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅴ-1-1-10 

警報設備等に関する説明書 

 

1.概要 

本資料では，技術基準規則第18条の要求事項に変更はないが，事業変更許可申請書にて示した追加安全対策

によるインターロックの新規設置及び設備更新する機器に設置しているインターロック（警報機能を含む）に

関する警報設備等について説明する。その他の機器に設けるインターロック（警報機能を含む）については，

本項における要求事項に変更はないが，計装盤の更新（機能変更無し）を行うとともに，インターロックの動

作概要を示す図等を説明書に追加する。 

 

3.警報設備及びインターロック 

(5) 放射線監視・測定設備の警報機能 

排気用 HF モニタ及び換気用モニタは，その測定値を中央制御室において表示し，監視及び記録するととも

に，第1種管理区域内のUF6の漏えいを検知するための警報を設定し，中央制御室において警報を発する設計と

する。 
 

 

既認可設工認認可番号：平成13・11・19原第8号（平成13年12月19日） 

リ 放射線管理施設 表-2 放射線監視・測定設備の仕様（排気用HFモニタB） 

・ 機能変更無し。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

説明書本文「1.概要」のうち下記事項に該当 

・ 設備更新（機能変更無し） 

 

 

本頁は既認可設工認

との対比（変更箇所）

を示す。 

 

 

 

 

 警 報 設 定 値 は

1.9ppb【モニタAの

警報設定値以下で，

設定可能なモニタB

上限(2ppb)以下の

値】に設定する。 
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【第4回申請】添付1 No.156 

設工認申請書 補足説明 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅴ-1-1-10 

警報設備等に関する説明書 

 

1.概要 

本資料では，技術基準規則第18条の要求事項に変更はないが，事業変更許可申請書にて示した追加安全対

策によるインターロックの新規設置及び設備更新する機器に設置しているインターロック（警報機能を含む）

に関する警報設備等について説明する。その他の機器に設けるインターロック（警報機能を含む）について

は，本項における要求事項に変更はないが，計装盤の更新（機能変更無し）を行うとともに，インターロック

の動作概要を示す図等を説明書に追加する。 

 

3.警報設備及びインターロック 

(5) 放射線監視・測定設備の警報機能 

排気用HFモニタ及び換気用モニタは，その測定値を中央制御室において表示し，監視及び記録するととも

に，第1種管理区域内のUF6の漏えいを検知するための警報を設定し，中央制御室において警報を発する設計

とする。 
 

 

既認可設工認認可番号：平成23・07・29原第41号（平成23年11月1日） 

リ 放射線管理施設 （イ）放射線監視・測定設備（警報機能の更新） 表-3 放射線監視・測定設備の

仕様（1号均質室換気用モニタ） 

・ 機能変更無し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

説明書本文「1.概要」のうち下記事項に該当 

・ 設備更新（機能変更無し） 

 

 

本頁は既認可設工認

との対比（変更箇所）

を示す。 

 

 

 

 警報設定値は UF6

の漏えいを早期

に検知できる

0.4ppb に設定す

る。 
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別紙１０ 

 

「遠心機過回転防止機能」について 
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